
防火管理に係る消防計画の作成基準 

【規模別の消防計画分類】 

⑴ 管理権原者が一人の場合 

   乙種防火対象物                                          【小規模用】 

   甲種防火対象物                                          【中規模用】 

⑵ 管理権原者が複数の場合                                      【大規模用】 

   乙種防火対象物                                          【小規模用】 

   甲種防火対象物                                                 

                特定用途 30 人未満・非特定用途 50 人未満の事業所             【小規模用】 

                特定用途 30 人以上・非特定用途 50 人以上の事業所             【中規模用】 

                建物所有者                               【中規模用】 

１事業所の床面積の合計 3,000 ㎡未満の事業所 

                 ➀特定用途 30 人未満・非特定用途 50 人未満の事業所           【小規模用】 

                 ➁特定用途 30 人以上・非特定用途 50 人以上の事業所           【中規模用】 

１事業所の床面積の合計 3,000 ㎡以上の事業所 

                 ➀特定用途 30 人未満・非特定用途 50 人未満の事業所           【中規模用】 

                 ➁特定用途 30 人以上・非特定用途 50 人以上の事業所           【大規模用】 

                建物所有者                               【大規模用】 

⑶ 全体についての消防計画 

統括防火管理義務対象物       乙種・甲種防火対象物       【全体についての防火管理に係る消防計画】 

 

【参考】乙種防火対象物 ➀特定用途で収容人員 30 人未満 ➁特定用途で収容人員 30 人以上かつ、延べ面積 300 ㎡未満 

        ➂非特定用途で収容人員 50 人未満 ➃非特定用途で収容人員 50 人以上かつ、延べ面積 500 ㎡未満 

甲種防火対象物 ➀避難困難入所施設等（６項ロに該当）で収容人員 10 人以上 ➁乙種防火対象物非該当のもの 

延べ面積 

3,000 ㎡未満 

延べ面積 

3,000 ㎡以上 

3,000 ㎡以上 


